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新旧対照表 
④計画書 

 改正後 改正前 

４ 構造改革特別区域の特性  

  本市は、岐阜県の南東部に位置し、東は長野県平谷村、根羽村、南

は愛知県豊田市に接している。市域は、東西３２ｋｍ、南北３６ｋ

ｍ、面積は５０４．２４k㎡で、その約７７％を山林が占めている。

海抜は１７９ｍから１，７０９ｍで、標高８００ｍから１，２００ｍ

前後の山々が連なり、市街地の北部を木曽川が、また南端を矢作川

が流れ、市内には７ヶ所のダムがあり、そのうち大井ダムと阿木川

ダムの２ヶ所は、（財）ダム水源地環境整備センターが選定した「ダ

ム湖百選」に選ばれており、四季を通じて市民の憩いの場所として

多くの人が訪れるなど、美しい山や川に囲まれた、自然に恵まれた

町である。 

  平成１６年１０月２５日に、恵那市、岩村町、山岡町、明智町、串

原村、上矢作町の１市４町１村が新設合併で誕生し、平成２７年国

勢調査結果の人口は５１，０８８人、世帯数は１８，０８８世帯とな

った。 

第２次恵那市総合計画では、「人・地域・自然が輝く交流都市 ～

誇り・愛着を持ち住み続けるまちづくり～」の実現に向け、安心・快

適・活力の３つの理念を掲げ、理念のあるべき姿として７つの基本目

標を定め、各種事業を推進しているところである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 構造改革特別区域の特性  

  本市は、岐阜県の南東部に位置し、東は長野県平谷村及び根羽村、

南は愛知県豊田市に接している。市域は、東西３２ｋｍ、南北３６ｋ

ｍ、面積は５０４．１９k㎡で、その約７８％を山林が占めている。

海抜は１７９ｍから１，７０９ｍ、標高８００ｍから１，２００ｍ前

後の山々が連なり、市街地の北部を木曽川が、また南端を矢作川が

流れている。市内には７ヶ所のダムがあり、そのうち大井ダムと阿

木川ダムの２ヶ所は、（財）ダム水源地環境整備センターが選定した

「ダム湖百選」に選ばれており、四季を通じて市民の憩いの場所と

して多くの人が訪れるなど、美しい山や川に囲まれた、自然に恵ま

れた町である。 

  平成１６年１０月２５日に、恵那市、岩村町、山岡町、明智町、串

原村及び上矢作町の１市４町１村が新設合併で誕生し、平成１７年

国勢調査結果の人口は５５，７６１人、世帯数は１８，１３６世帯と

なった。合併後２年１０ヶ月が経過した今、「健やかで若さあふれる

元気なまち(健康・福祉）」、「豊かな自然と調和した安全なまち（生活

環境）」、「快適に暮らせる便利で美しいまち（都市・交流基盤)」、「活

力と創造性あふれる魅力あるまち（産業振興)」、「思いやりと文化を

育む人づくりのまち（教育・文化）」、「健全で心の通った協働のまち

（市民参画）」を柱とし、暮らしやすいまちづくりを展開していると

ころである。 

  さらに、当市には旧６市町村がそれぞれ持っていた次のような特

色ある資源がある。 

  旧恵那市  歴史ある中山道の大井宿、恵那峡の美しい風景と人

口の集まる市街地、日本の棚田百選にも選ばれた坂折

の棚田。 

  旧岩村町  ８００余年の歴史を持つ岩村城下町で、佐藤一斎、

下田歌子、三好学を輩出した町。日本一の農村風景。 
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 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業の就業割合は、市内には製紙業があるものの、主たる製造業が

少ないため、名古屋市から中央自動車道、ＪＲ中央線で約１時間で結

ばれており、通勤圏内であることから、サービス業の就業割合が年々

増加し、平成２２年国勢調査結果では３０％を超えるようになって

きた。 

気候は平均気温１３．８℃で比較的過ごしやすく、降水量も年間

１，７０７mmと、農作物の栽培に適した条件を備えていることから、

「日本の棚田百選」に選定された坂折棚田や日本一の農村風景の岩

村町富田地区などの美しい農村景観が広がっている。しかし、当市の

農業を支えてきた第２種兼業農家数が減少し、これに伴う耕作放棄

地の増加が深刻な問題となっている。このことから、地産地消や食農

教育を推進し、農業婦人グループによる小中学校との交流事業をは

じめ、都市住民の農業体験事業を展開し、ふるさとづくりとともに農

地の保全に努めているところである。 

  旧山岡町  細寒天生産で日本一の町、陶土の生産などの産業の

町。 

  旧明智町  司葉子村長の日本大正村、戦国時代の悲劇の名将「明

智光秀」生誕の地。日本洋画壇の先駆者「山本芳翠」生

誕の町。 

 旧串原村  戦国時代に起源を持つ中山神社に奉納される神楽太

鼓の「中山太鼓」、豊かな水源のダムの村、ささゆりの

湯。 

 旧上矢作町 樹齢２，５００年の弁慶杉、大船神社の松並木、豊か

な自然による都市との交流拠点施設越沢コテージ、モ

ンゴル村。 

 旧６市町村が合併したことにより、大切な自然、歴史、文化、産業

など数多くの資源を持つ市に生まれ変わり、これらを観光資源とし

て活用しながら目標とする「人・地域・自然が調和した交流都市 ～

次の世代へ つなげる まちづくり～」の実現に向け、各種事業を推進

しているところである。 

 産業の就業割合は、市内に精密機械製造業や製紙業があるものの、

主たる製造業が少なく、名古屋市から中央自動車道、ＪＲ中央線で約

１時間で結ばれており、通勤圏内であることから、サービス業の就業

割合が年々増加し、平成１７年国勢調査結果では約３０％を占める

ようになってきた。 

気候は平均気温１３．６℃で比較的過ごしやすく、降水量も年間

１，５３８mm と、農作物の栽培に適した条件を備えていることから

古くから農業が栄えており、「日本の棚田百選」に選定された坂折棚

田や日本一の農村風景の旧岩村町富田地区などの美しい農村景観が

広がってる。しかし、当市の農業を支えてきた第２種兼業農家数が減

少し、これに伴う耕作放棄地の増加が深刻な問題となっている。こう

いった問題に対処するため、地産地消や食農教育の推進をはじめ、農

業女性グループによる小中学校との交流事業や都市住民の農業体験

事業を展開し、ふるさとづくりとともに農地の保全に努めていると
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 改正後 改正前 

 

子どもを取り巻く環境は少子化傾向の中で、家族構成の変化や女

性の就労環境の変化などにより、子育て支援に対するニーズの多様

化が進んでおり、地域全体で子育てを支え、守り育てる環境の整備が

急務となっている。 

当市では、保育サービスの充実として延長保育、障がい児保育、一

時保育などの事業に取り組むとともに、家庭での子育て支援の拠点

である「こども元気プラザ」の整備とともに、子育て支援センターを

全こども園で実施できる環境づくりを進めているところである。 

 

また、少子化が進行する中で、幼児期が生涯にわたる人格形成の基

礎を培う重要な時期であることから、すべての子どもが均しく保育・

教育を受ける環境を提供する必要があることから平成２７年４月１

日、市内の保育園、幼稚園の全園を認定こども園に移行し、生きる力

の基礎を育成する教育・保育を推進している。 

 

５ 構造改革特別区域計画の意義 

現在、平成１９年１１月２２日付けで認定を受けた「恵那市食育推

進給食特区（特区認定第１７号）」計画の活用により、こども園の子

どもたちは学校給食センターの給食を食している。 

恵那市では、地産地消や食農教育を推進しており、学校給食センタ

ーでは積極的に地域で栽培された農作物を利用した給食を提供して

いる。できる限り地域の食材を利用することで、幼児期からの心身の

成長を地域で支え、子どもたちの食により地域の農業を支えるシス

テムづくりに貢献できるとともに、こども園の子どもたちが小学校

と同様な給食を食することで、一貫した食農教育を推進することが

できる。 

 

６ 構造改革特別区計画の目標 

学校給食センターでは、積極的に地域で栽培された農産物を利用 

ころである。 

近年は、家族構成の変化や女性の就労環境の変化などにより、子育

て支援に対するニーズの多様化が進んでおり、地域全体で子育てを

支え、守り育てる環境の整備が急務となっている。 

 

そのため、当市では、保育サービスの充実として延長保育、低年齢

児保育、障害児保育、一時保育などの事業に取り組むとともに、家庭

における子育てを支援する拠点となる「こども元気プラザ」の整備、

地域子育て支援拠点事業を全保育所で実施可能な環境づくりを進め

ているところである。 

また、少子化の更なる進行の中、幼児期が人間形成に重要な時期で

あることから、すべての子どもがひとしく保育・教育を受けることが

できる環境を提供するため、市内の保育所（市街地２園を除く）を認

定こども園に移行するよう計画を進めている。 

 

 

５ 構造改革特別区域計画の意義 

現在、保育所は自園の給食を、幼稚園・小中学校は学校給食センタ

ーの給食を食している。保育所ではそれぞれの園で定員規模が異な

るため、食材の調達は少量から発注できる商店に依存しており、地元

農産物の利用は難しく、地域の食材で子どもたちを育てる環境に至

っていない状況にある。 

このことから、できる限り地域の食材を利用することで、幼児期か 

らの心身の成長を地域で支え、子どもたちの食により地域の農業を

支えるシステムづくりに貢献するとともに、保育所と幼稚園の子ど

もたちが小学校と同じメニューの給食を食することで、一貫した保

育、教育を推進することができる。 

 

６ 構造改革特別区計画の目標 

学校給食センターでは、積極的に地域で栽培された農産物を利用す 
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 改正後 改正前 

し、食農教育を推進しており、こども園においても幼児期からの食育

を充実するためにも、学校給食センターから給食の提供は有効な方

法であり、生産農家との交流事業に結び付け食の大切さを学ぶ機会

を創出できる。また、地産地消の給食を通じて、食に対する保護者意

識の向上が図られ、家庭内での食生活の改善にも役立つことで、二次

的効果が期待できる。   

幼児教育の場の充実の視点として、こども園児が統一されたカリ 

キュラムによる教育・保育を受け、同じ給食を食することで、子ども

たちは幼児期における共通の人間形成の場が生まれるとともに、保

護者同士も同じ視点による子育てができ、地域全体で同じ認識を持

った子育てを行う環境づくりを目的とする。 

 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的

社会的効果  

学校給食センターにて賄材料を一括して調達することで、発注事務

の軽減が図られるとともに、一連の調理工程により光熱水費や消耗

品費等の削減が図れ、効率的なこども園運営が可能となる。さらに

積極的に地元農産物を活用できることから、地産地消のシステムが

給食センターを中心として構築されることから、地域農業の活性化

を図ることができる。 

 

 

 

８ 特定事業の名称 

   ９２０ 公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業 

  ２００１ 公立幼保連携型認定こども園における給食の外部搬

入方式の容認事業 

 

９ 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようと 

する特定事業に関連する事業その他の構造改革特別区域計画の実

ることで食農教育を推進している。保育所においても同様に幼児期

からの食育を充実するためにも、学校給食センターによる給食の提

供は有効な方法であり、生産農家との交流事業にも結び付き食の大

切さを学ぶ機会を創出できる。また、地産地消の給食を通じて、食に

対する保護者意識の向上が図られ、家庭内での食生活の改善にも役

立つという二次的効果も期待できる。 

幼児教育の場の充実の視点として、保育所及び幼稚園において統 

一されたカリキュラムによる保育、教育を受け、同じ給食を食するこ

とで、子どもたちにとって幼児期における共通の人間形成の場が生

まれるとともに、保護者同士も同じ視点による子育てができ、地域全

体で同じ認識を持った子育てを行う環境づくりを目的とする。 

 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済

的社会的効果 

学校給食センターにて賄い材料を一括して調達することで、発注事

務の軽減が図られるとともに、一連の調理工程により光熱水費や消

耗品費等の削減が図れ、効率的な保育所運営が可能となる。また、

その削減された財源を多様化する保育サービスの拡充にあてるこ

とにより子育て支援の充実を図ることができる。さらに積極的に地

元農産物を活用できることから、給食センターを中心として地産地

消のシステムが構築されることから、地域農業の活性化も図ること

ができる。 

 

８ 特定事業の名称 

   ９２０ 公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業 

 

 

 

９ 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようと

する特定事業に関連する事業その他の構造改革特別区域計画の実
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 改正後 改正前 

施に関し地方公共団体が必要と認める事項 

｛学校給食における一環した食育の推進｝ 

 こども園の給食を外部搬入方式にすることで、一環した食育を通 

じ、望ましい食習慣の定着や、心身の健全な育成を図るなど、子ども 

たちの健やかな成長を育むことを推進する。 

 

 

施に関し地方公共団体が必要と認める事項 

｛学校給食による保、幼、小、中の一環食育の推進｝ 

 公立保育園の給食を外部搬入方式にすることで、保、幼、小、中の 

一環教育を実施する中で、一環した食育を通じ、望ましい食習慣の定 

着や、心身の健全な育成を図るなど、子どもたちの健やかな成長を育 

むことを推進する。 

   

｛コスト削減よる保育サービスの充実｝ 

 学校給食センターで一括調理することにより、事務の合理化、賄い 

材料、光熱水費等調理コストを削減し、その削減された財源を保育サ 

ービスの充実に充てる。 

 

｛保育サービスの充実｝ 

 保育所での延長保育、低年齢児保育、障害児保育、一時保育などの 

事業に取り組むとともに、家庭での子育て支援の拠点である「こども 

元気プラザ」の整備や地域子育て支援拠点事業を全保育所で実施可 

能な環境づくりを進める。 
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⑤計画書別紙 

 改正後 改正前 

別紙 

１ 特定事業の名称 
   ９２０  公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業 
   ２００１ 公立幼保連携型認定こども園における給食の外部搬

入方式の容認事業 
２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 
  恵那市内の市立こども園 

・幼保連携型認定こども園 
やまびここども園 みさとこども園 武並こども園 中野方こ

ども園 飯地こども園 山岡こども園  明智こども園 串原

こども園 上矢作こども園 
・保育所型認定こども園 
城ケ丘こども園 長島こども園 岩村こども園 

 
 
３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 
   特区計画の認定の日 
 
４ 特定事業の内容 
 （１）事業の主体 
    恵那市 
 （２）事業の区域 
    恵那市の全域 
 （３）事業の実施期間 
    平成２０年４月１日から 
 （４）事業の内容 
    幼保連携型認定こども園及び保育所型認定こども園の給食に

ついて、引き続き学校給食センターで調理し、搬入する外部搬

入方式とする。 
 

別紙 

１ 特定事業の名称 

  ９２０ 公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業 

 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

  恵那市内の市立保育所  

 城ヶ丘保育園  長島保育園  やまびこ保育園 

  野井保育園   佐々良木保育園  武並保育園  

    中野方保育園  飯地保育園    岩村保育園 

    山岡保育園   明智保育園    吉田保育園 

    串原保育園   上矢作保育園 

 

 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

   特区計画の認定の日 

 

４ 特定事業の内容 

 （１）事業の主体 

    恵那市 

 （２）事業の区域 

    恵那市の全域 

 （３）事業の実施期間 

    平成２０年４月１日から 

 （４）事業の内容 

    現在保育所において自園調理をしている給食について、学校

給食センターで調理し搬入する外部搬入方式に変更する。 

    構造改革特別区域の計画の認定後直ちに、外部搬入方式の導
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５ 当該規制の特例措置の内容 
 ① 各こども園には、専用の調理室があり、加熱設備としてオーブ 
ンレンジ、ガステーブル、保存用として冷凍冷蔵庫、配膳用に配膳台 
が完備され、食器保管庫とともに各種調理器具も揃っているため、再 
加熱や冷蔵、冷凍が可能である。 

  また、体調不良児の給食の対応については、各施設とも医務室を 
備え保護者、嘱託医等と綿密な相談体制をとっているが、３歳未満児 
の給食は引き続き自園で調理することとする。 

  食物アレルギー児については、入園時に実施する聞き取り調査を 
踏まえ、医師の診断書に基づき、保護者、園医、保育教諭との協議に

より除去食を決定し、学校給食センターで除去調理したものを別容

器で搬送し、搬入後、こども園調理員及び保育教諭が食事の内容物を

確認し、食事の提供を行う。学校給食センターで対応できない園児に

ついては、こども園で調理した給食を食することとする。 
 ② 食事の内容は、原則学校給食と同じとするが、発達年齢に応じ 
て内容に工夫を凝らし、味、量、固さ、大きさ等食感としてとらえら 
れるよう配慮し調理を行う。 

 ③ 衛生管理については、職員の健康診断をはじめ毎年行われる保 
健所の指導助言に従った施設の改善を中心に取り組むものとする。 

  また、学校給食センターについては、外部から直接異物が混入し 
ないよう安全衛生確保に努めるとともに調理員の毎月の検査、健康 
管理にも十分配慮し業務にあたる。 

公立こども園の給食の外部搬入を実施するにあたっては、幼保連

携型認定こども園における食事の外部搬入等について（府子本第 448
号・27 文科初第 1183 号・雇児発 0118 第 3 号 平成 28 年 1 月 18
日付）における留意事項を遵守する。 

 
 
 

入実現に向けて、学校給食センターと打ち合わせを行う。 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

 ① 各保育所には、専用の調理室があり、加熱設備としてオーブン 

レンジ、ガステーブル、保存用として冷凍冷蔵庫、配膳用に配膳台が 

完備され、食器保管庫とともに各種調理器具も揃っているため、再加 

熱や冷蔵、冷凍が可能である。 

  また、体調不良児の給食の対応については、各施設とも医務室を 

備え保護者、嘱託医等と綿密な相談体制をとっているが、特に３歳未 

満児の給食は引き続き自園で加工調理することとする。 

食物アレルギー児については、入園時に実施する聞き取り調査を踏 

まえ、保護者、嘱託医、保育士との協議により除去食を決定し、学校

給食センターで除去調理したものを別容器で搬送し、搬入後、保育所

調理員及び保育士が食事の内容物を確認し、食事の提供を行う。学校

給食センターで対応できない園児については、保育所で調理した給

食を提供することとする。 

 ② 食事の内容は、原則学校給食と同じとするが、発達年齢に応じ 

て内容に工夫を凝らし、味、量、固さ、大きさ等食感としてとらえら 

れるよう配慮し調理を行う。 

 ③ 衛生管理については、職員の健康診断をはじめ毎年行われる保 

健所の指導助言に従った施設の改善を中心に取り組むものとする。 

また、学校給食センターについては、外部から直接異物が混入しな

いよう安全衛生確保に努めるとともに調理員の毎月の検査、健康管

理にも十分配慮し業務にあたる。  

公立保育所の給食の外部搬入を実施するにあたっては、社会福祉

施設において外部搬入を行う場合の衛生基準「保護施設等における

調理業務の委託について（昭和６２年３月９日社施第３８号）」にお

いて準拠される「病院、診療所等の業務委託について（平成５年２月

１５日指第１４号）」の第４の２に規定する院外調理における衛生管

理とともに「保育所における調理業務の委託について（平成１０年２
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④ 学校給食センターに栄養士を配置し、必要な栄養素量の確保に

努めるとともに、地域性や季節感を考慮した食材を利用しながら、

調理方法に配慮し発育・発達段階に応じた献立作成を行う。 
また、食育については、食育計画を策定し、こども園児や保護者に

対する栄養指導や生産者との交流などの活動を行い、安心で安全な

給食を提供しながら、食を通じた園児の健全育成を図る。 
  
  
⑤ 配送方法については、学校給食センターの保冷配送車を利用し、 
各こども園とも調理後１時間以内で配送することが可能であり、こ 
ども園に運ばれた給食は、専用コンテナ内で保管し、配膳後食事の提 
供を行う。 
 今回の申請により、こども園での食育の充実を図り、園児の心身 
の健やかな成長を育むとともに、旬の地元農産物の提供に努め、ふ 
るさとの味への関心を高める。 

 ⑥ 特例措置による給食の外部搬入については、搬入元と搬入先と 
の間で委託契約の締結が求められているが、本市の場合市立学校給 
食センターから市立こども園への搬入であり、どちらも教育委員会 
管轄のため業務の一環として搬入する。 

ア．各施設受入児童数 

区 分 ０歳

児 

１歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

城ヶ丘こども園 9 20 20 34 30 36 149 

長島こども園 ― 9 18 20 20 22 89 

やまびここども

園 

0 6 8 16 15 10 55 

みさとこども園 ― 7 7 21 22 20 77 

月１８日児発第８６号）」並びに「構造改革特別区域における『公立

保育所における給食の外部搬入方式の容認事業』について（平成１６

年３月２９日付け雇児発第０３２９００２号）」における留意事項を

遵守する。 

④ 栄養士を学校給食センターに配置し、必要な栄養素量の給与に

ついては、毎月 1回学校栄養士、保育所調理員による「献立作成会

議」を行い、必要な栄養素量の確保に努めるとともに、地域性や季

節感を考慮した食材を利用しながら、調理方法に配慮し発育・発達

段階に応じた献立作成を行う。 

また、食育については、食育計画を策定し、保育園児や保護者に対

する栄養指導や生産者との交流などの活動を行い、安心で安全な給

食を提供しながら、食を通じた園児の健全育成を図る。 

 ⑤ 配送方法については、学校給食センターの保冷配送車を利用し、 

各保育所とも調理後１時間以内で配送することが可能であり、保育 

所に運ばれた給食は、専用コンテナ内で保管し、配膳後、食事の提供 

を行う。 

今回の申請により、保育所での食育の充実を図り、園児の心身の健

やかな成長を育むとともに、旬の地元農産物の提供に努め、ふるさと

の味への関心を高める。 

 ⑥ 特例措置による給食の外部搬入については、搬入元と搬入先と 

の間で委託契約の締結が求められている。本市の場合市立学校給食 

センターから市立保育所への搬入であり、委託契約は困難なため、市 

長と教育委員会の間で覚書を締結する。 
ア．各施設受入児童数 

区 分 ０歳

児 

１歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

城ヶ丘保育園 ４ ２１ ２３ ３８ ４２ ３６ １６４ 

長島保育園  １３ １２ １８ ２５ ２３ ９１ 

やまびこ保育

園 

 ４ ６ １９ １７ ２１ ６７ 

野井保育園  ３ ２ １１ ８ １６ ４０ 
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武並こども園 3 14 14 17 25 24 97 

中野方こども園 0 6 5 9 13 12 45 

飯地こども園 ― ― 0 4 4 5 13 

岩村こども園 3 12 12 37 40 49 153 

山岡こども園 3 8 6 20 24 23 84 

明智こども園 0 5 6 28 40 31 110 

串原こども園 ― ― 1 7 6 1 15 

上矢作こども園 0 2 8 10 12 10 42 

合 計 18 89 105 223 251 243 929 

 

 

 

イ．給食設備の面積及び内容 

区  分 城ヶ丘 

こども園 

長島 

こども園 

やまびこ 

こども園 

みさと 

こども園 

調理室面積 41.08㎡ 29.88㎡ 36.07㎡ 34.02㎡ 

 

 

主な設備内

容 

 

 

調理台 2 

配膳台 4 

冷蔵庫 1 

冷凍庫 2 

回転釜 2 

ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼ 1 ﾞ 
食器消毒保管庫

2 

調理台 1 

配膳台 1 

冷蔵庫 1 

冷凍庫 1 

回転釜 1 

ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ 1 
食器消毒保管

庫 1 

調理台 1 

配膳台 1 

冷蔵庫 1 

冷凍庫 1 

回転釜 1 

ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ 1 
食器消毒保管庫

1 

調理台 1 

配膳台 1 

冷蔵庫 1 

冷凍庫 1 

回転釜 1 

ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼ 1 ﾞ 
食器消毒保管

庫 1 

区  分 武並 

こども園 

中野方 

こども園 

飯地 

こども園 

岩村 

こども園 

調理室面積 33.63㎡ 30.64㎡ 22.09㎡ 46.55㎡ 

 

 

主な設備内

容 

 

 

調理台 1 

配膳台 2 

冷蔵庫 1 

冷凍庫 1 

回転釜 1 

ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ 1 

調理台 1 

配膳台 1 

冷蔵庫 1 

冷凍庫 1 

ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ 1 
食器消毒保管

庫 1 

調理台 2 

配膳台 1 

冷蔵庫 1 

冷凍庫 1 

回転釜 1 

ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ 1 

調理台 1 

配膳台 1 

冷蔵庫 1 

冷凍庫 1 

回転釜 1 

ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ 1 

佐々良木保育

園 

   ６ ８ ８ ２２ 

武並保育園 ２ ４ ４ ２８ １６ ３２ ８６ 

中野方保育園  １  １１ ４ １２ ２８ 

飯地保育園    ５ ７ ５ １７ 

岩村保育園  ５ ６ ４２ ４９ ４７ １４９ 

山岡保育園 ２ ７ ４ ２９ ４５ ４３ １３０ 

明智保育園  ２ ４ ２６ ３３ ３０ ９５ 

吉田保育園    ７ ４ ９ ２０ 

串原保育園    ４ ３ ４ １１ 

上矢作保育園  ２ ６ １２ ２１ １９ ６０ 

合 計 ８ ６２ ６７ ２５６ ２８２ ３０５ ９８０ 

 

イ．給食設備の面積及び内容 

区  分 城ヶ丘保育園 長島保育園 やまびこ保育

園 

野井保育園 

調理室面積 41.08 ㎡ 29.88 ㎡ 36.07 ㎡ 34.02 ㎡ 

 

 

主な設備内

容 

 

 

調理台 2 

配膳台 4 

冷蔵庫 1 

冷凍庫 2 

回転釜 2 

ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ 2 
食器消毒保管

庫 2 

調理台 1  
配膳台 1 

冷蔵庫 1 

冷凍庫 1 

回転釜 1 

ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ 1 
食器消毒保管

庫 1 

調理台 1 
配膳台 1 

冷蔵庫 1 

冷凍庫 1 

回転釜 1 

ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ 1 
食器消毒保管

庫 1 

調理台 1 
配膳台 1 

冷蔵庫 1 

冷凍庫 1 

回転釜 1 

ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ 1 
食器消毒保管

庫 1 

区  分 佐々良木保育

園 

武並保育園 中野方保育園 飯地保育園 

調理室面積 28.35 ㎡ 22.36 ㎡ 53.00 ㎡ 22.09 ㎡ 

 

 

主な設備内

容 

 

 

調理台 1 

配膳台 1 

冷蔵庫 1 

冷凍庫 1 

回転釜 1 

ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ 1 
食器消毒保管

庫 1 

調理台 1 
配膳台 1 

冷蔵庫 1 

冷凍庫 1 

回転釜 1 

ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ 1 
食器消毒保管

庫 1 

調理台 1 
配膳台 1 

冷蔵庫 1 

冷凍庫 1 

回転釜 2 

ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ 1 
食器消毒保管

庫 1 

調理台 2 
配膳台 1 

冷蔵庫 1 

冷凍庫 1 

回転釜 1 

ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ 1 
食器消毒保管

庫 1 
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食器消毒保管庫

1 

食器消毒保管庫

1 

食器消毒保管

庫 1 

 

区  分 山岡 

こども園 

明智 

こども園 

串原 

こども園 

上矢作 

こども園 

調理室面積 54.82㎡ 34.78㎡ 17.01㎡ 32.13㎡ 

 

 

主な設備内

容 

 

 

調理台 1 

配膳台 2 

冷蔵庫 2 

冷凍庫 2 

回転釜 1 

ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ 1 
食器消毒保管庫

1 

調理台 1 

配膳台 1 

冷蔵庫 2 

冷凍庫 1 

ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ 1 
食器消毒保管

庫 1 

調理台 1 

配膳台 1 

冷蔵庫 1 

冷凍庫 1 

ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ 1 
食器消毒保管庫

1 

調理台 1 

配膳台 1 

冷蔵庫 1 

冷凍庫 1 

ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ 1 
食器消毒保管

庫 1 

 

 

 

 

 

ウ．給食の配送スケジュール 
【恵那給食センター】 

 各こども園とも給食の喫食開始時間は、11：30としています。 

1号車 

 10：40調理完了・配送⇒恵那北小学校（10：55）⇒東野小学校（11：15） 

 

2号車 

 10：40調理完了・配送⇒中野方こども園（11：00）⇒中野方小学校（11：05）

⇒やまびここども園（11：20） 

3号車 

 10：40調理完了・配送⇒長島こども園（10：45）⇒長島小学校（10：50）⇒武

並こども園（11：05）⇒ 武並小学校（11：10）⇒三郷小学校（11：20） 

 

 

区  分 岩村保育園 山岡保育園 明智保育園 吉田保育園 

調理室面積 46.55 ㎡ 54.82 ㎡ 44.10 ㎡ 31.00 ㎡ 

 

 

主な設備内

容 

 

 

調理台 1 

配膳台 1 

冷蔵庫 1 

冷凍庫 1 

回転釜 1 

ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ 1 
食器消毒保管

庫 1 

調理台 1 
配膳台 2 

冷蔵庫 2 

冷凍庫 2 

回転釜 1 

ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ 1 
食器消毒保管

庫 1 

調理台 1 
配膳台 1 

冷蔵庫 1 

冷凍庫 1 

回転釜 2 

ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ 1 
食器消毒保管

庫 1 

調理台 1 
配膳台 1 

冷蔵庫 1 

冷凍庫 1 

回転釜 1 

ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ 1 
食器消毒保管

庫 1 

区  分 串原保育園 上矢作保育園 

調理室面積 17.01 ㎡ 32.13 ㎡ 

 

 

主な設備内

容 

 

 

調理台 1 

配膳台 1 

冷蔵庫 1 

冷凍庫 1 

ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ 1 
食器消毒保管

庫 1 

調理台 1 
配膳台 1 

冷蔵庫 1 

冷凍庫 1 

ｵｰﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ 1 
食器消毒保管

庫 1 

 

エ．給食の配送スケジュール 

【恵那給食センター】 

 

1号車 

 10：40配送⇒恵那北小学校（10：55）⇒大井幼稚園（11：10） 

⇒東野小学校・東野幼稚園（11：15） 

2号車 

 10：30配送⇒中野方保育園（10：50）⇒中野方小学校（10：55） 

⇒やまびこ保育園（11：10） 

3号車 

 10：35配送⇒長島保育園（10：40）⇒長島小学校（10：45）⇒武並保育園（11：

00）⇒ 武並小学校（11：05）⇒三郷小学校（11：15） 



11/11  

 改正後 改正前 

4号車 

 10：40調理完了・配送⇒大井第二小学校（11：00）⇒城ヶ丘こども園（11：15）

⇒恵那東中学校（11：30） 

 

5号車 

 10：40調理完了・配送⇒大井小学校（11：00）⇒みさとこども園（11：10）⇒

恵那西中学校（11：30） 

6号車 

 10：40調理完了・配送⇒恵那北中学校（11：50）⇒飯地小学校（11：15）⇒飯

地こども園（11：20） 

 

【岩村給食センター】 

 各こども園とも給食の喫食開始時間は、11：30としています。 

 10：45調理完了 11：00配送⇒岩村こども園（11：05）⇒上矢作こども園（11：

15）⇒上矢作中学校（11：20） ⇒上矢作小学校（11：25） 

 11：40配送⇒岩村小学校（11：45）⇒岩村中学校（11：55） 

 

【山岡給食センター】 

 各こども園とも給食の喫食開始時間は、11：30としています。 

 10：45調理完了 11：00配送⇒山岡こども園（11：05）⇒山岡中学校（11：10）

⇒山岡小学校（11：15） 

 

【明智給食センター】 

各こども園とも給食の喫食開始時間は、11：30としています。 

 10：45調理完了 11：00配送⇒明智こども園（11：05）⇒明智小学校（11：10）

⇒明智中学校（11：15） 

 10：45調理完了 11：00配送⇒串原こども園（11：20）⇒串原小学校（11：25）

⇒串原中学校（11：25） 

 

 13：30回収 同一コース 

 14：30食器洗浄 

 

 

4号車 

 10：30配送⇒大井第二小学校（10：50）⇒城ヶ丘保育園（11：05） 

⇒恵那東中学校（11：20） 

 

5号車 

 10：40配送⇒二葉幼稚園（10：50）⇒大井小学校（11：00）⇒野井保育園（11：

10） ⇒佐々良木保育園（11：20）⇒恵那西中学校（11：30） 

6号車 

 10：35配送⇒恵那北中学校（11：45）⇒飯地小学校（11：10）⇒飯地保育園（11：

15） 

 

【岩村給食センター】 

  

11：00配送⇒岩村保育園（11：05）⇒上矢作保育園（11：15）⇒上矢作中学校

（11：20）⇒上矢作小学校（11：25） 

 11：40配送⇒岩村小学校（11：45）⇒岩村中学校（11：55） 

 

【山岡給食センター】 

 

 11：00配送⇒山岡保育園（11：05）⇒山岡中学校（11：10）⇒山岡小学校（11：

15） 

 

【明智給食センター】 

 

 11：00配送⇒明智保育園（11：05）⇒明智小学校（11：10）⇒明智中学校（11：

15）⇒吉田保育園（11：25）⇒吉田小学校（11：30） 

 11：00配送⇒串原保育園（11：20）⇒串原小学校（11：25）⇒串原中学校（11：

30） 

  

13：30同一コースにより回収 

 14：30食器洗浄 
        

 

 


